
 

 

今後の協議の進め方について 

 

以下のような項目の現状と課題、並びに今後の対応の方向性について協議いただく

ことを想定している。 

１ 救急医療 

・救急医療体制 

・搬送体制 

・急性期後の受入体制 

・救急医療機関の適正利用 

・精神科救急医療システム  等 

 

２ 災害時医療・新興感染症対策 

・災害時の情報共有 

・災害時医療・感染管理に係る人材の育成・確保 

・感染症指定医療機関の体制 

・感染拡大時の病床確保  等 

 

３ 周産期・小児医療 

・安心して出産できる環境確保 

・周産期医療体制 

・小児救急医療体制 

・周産期・小児医療を担う人材の育成・確保  等 

 

４ 地域医療連携、在宅医療・地域包括ケアシステム 

   ・地域特性に応じた在宅医療・介護サービス提供体制 

   ・訪問診療（訪問歯科、薬剤師の在宅訪問等を含む）・訪問看護提供体制 

   ・医療機関と老人福祉施設等との連携体制 

   ・精神科病院との連携体制  等 

  

５ その他 

・その他本市における医療のあり方を検討するにあたって必要な事項に関する

こと 
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